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工事提出書類の簡素化実施方針について

　標記について、提出書類に関する省力化を図るため、下記のとおり定めまし

たので、お知らせします。

　また、提出書類一覧表のエクセル版を、土木部ホームページに掲載していま

すので、提出書類の確認にご利用下さい。

　なお、この実施方針に基づく「共通仕様書の改訂」，「工事打合せ簿の取扱

要領」，「段階確認の実施要領」等については、別途お知らせします。

記

１．実施方針 　別添のとおり

２．適用年月日

　この実施方針に関連する各通知の適用年月日による。

（原則、平成２１年４月１日以降に入札手続を開始する工事とする。）

８２３

平成

２０建企 第

長 崎 県 土 木 部



　



工事提出書類の簡素化実施方針

〔長崎県建設工事共通仕様書対象工事〕

平成２１年３月

長崎県 土木部



　



工事提出書類の簡素化実施方針
〔長崎県建設工事共通仕様書対象工事〕

１．目　　的

　工事請負契約書や長崎県建設工事共通仕様書（以下「仕様書等」という。）において多くの
提出すべき書類を規定しているが、これらの提出書類の中には、内容の類似するものや、口頭
報告で足りるようなものも多く存在する。また、仕様書等で提出を求めていない書類であるに
もかかわらず、発注者や請負者の認識不足により、提出を求めたり、あるいは自ら提出すると
いった書類も多く存在する。

　これらの提出書類の作成や処理、ならびにその保管には、少なからず労力や費用を要してお
り、現場の技術者(請負者)においては、実際に現場で管理する時間が短くなったり、長時間に
及ぶ時間外労働を強いられているとともに、監督職員(発注者)においても、その処理のために
現地で監督する時間を削らざるを得ない状態となっている。

　このため、仕様書等で規定している提出書類やその運用等の見直しを行うとともに、必要な
書類を明確にして不要な書類を削除し、提出書類に関する省力化を図る。

２．検討の実施

（１）意見交換会(協議会)

　工事提出書類の簡素化について、平成２０年３月１９日、建設業協会(請負者側)と長崎県土
木部(発注者側)との間で意見交換を行い、双方の省力化や現場技術者の労働条件改善のために
簡素化は必要であるとの共通認識のもと、業界と発注者の実務者による作業部会を設け、平成
２１年４月の仕様書等の改訂に向けた協議を行っていく事を決定した。

（２）作業部会

　協議会での決定を受け、以下の日程で作業部会を開催し、請負者側からの要望や書類の必要
性等について検討を行うとともに、検討結果を反映させた提出書類一覧表の作成を行った。

○第１回作業部会（平成20年 5月16日）・・・業界側からの要望
○第２回作業部会（平成20年 9月24日）・・・要望に対する検討
○第３回作業部会（平成20年11月19日）・・・要望に対する検討
○第４回作業部会（平成21年 1月21日）・・・提出書類一覧表及び各運用に対する検討

３．簡素化の内容

（１）仕様書等の改訂

　内容が類似する提出書類や必要性等の精査を行い、仕様書等について以下の改定を行う。

①用語の定義において「協議」は書面と規定していたが、書面として残すべき書類は、発注者
　が「指示」した内容や、発注者や受注者が「承諾」した内容など、最終的な記録であり、そ
　の判断に至るための「協議」については、書面で取り交わす事を規定しない事とする。

②用語の定義において「通知(報告を含む)」は書面と規定していたが、書面をもって知らせる
　必要がある事項のみを「通知」とし、書面とは規定しない「報告」を新たに規定する。

【報告とした事項〔一例〕】
・契約内容が諸法例と矛盾している旨の報告(共通仕様書[1]1-1-39-3)
・設計書の不備や現場との不一致が確認された旨の報告(契約書第18条第1項)
・他官公庁の許可条件が設計図書に合致しない旨の報告(共通仕様書[1]1-1-40-4)
・近隣住民等との協議(交渉)内容及び協議(交渉)結果(共通仕様書[1]1-1-40-7,8)
・休日夜間作業の報告(共通仕様書[1]1-1-41-2)
・文化財発見の報告(共通仕様書[1]1-1-37-1)



③書面での「提出」を規定していた事項のうち、書類等を確認するだけで目的を達する書類に
　ついては「提示」とするとともに、内容が重複したり必要性が高くない書類については作成
　自体を規定しない事とする。

【提出を提示とした書類】
・工事カルテ受領書(共通仕様書[1]1-1-7)
・安全教育訓練の実施資料(共通仕様書[1]1-1-41-8)
・火薬取扱保安責任者の資料及び火薬類使用計画書(共通仕様書[1]1-1-33-1)
・火気使用計画書(共通仕様書[1]1-1-33-2)
・産業廃棄物処理契約書及び同処理状況写真(共通仕様書[1]1-1-23-1)
・工程管理資料(工程管理基準)

【提出(作成)を不要とした書類〔一例〕】
・施工計画書を提出する場合の工程表(契約書第3条第1項)
・中間前金認定請求時以外の履行報告書(共通仕様書[1]1-1-30)
・施工体系図を提出する場合の下請負人報告書(契約書第7条)
・段階確認の状況写真(共通仕様書[1]1-1-22-15)
・排出ガス対策型建設機械の写真(共通仕様書[1]1-1-36-6)
・品質管理資料のうち工程能力図，ヒストグラム，X-Rs-rm管理図(品質管理基準)
・出来形管理資料のうち工程能力図(出来形管理基準)
・下請総額3000万円未満の土木工事の施工体制台帳(指導事項)
・建設業許可の無い業者の施工体制台帳及び再下請通知書(指導事項)
・再下請けをしない場合の再下請通知書(指導事項)

【５００万円未満の工事では提出(作成)を不要とした書類】
・施工計画書(共通仕様書[1]1-1-6-1,2,3)
・再生資源利用計画書・実施書(共通仕様書[1]1-1-21-4,5)
・再生資源利用促進計画書・実施書(共通仕様書[1]1-1-21-4,5)
・施工体系図(共通仕様書[1]1-1-13-2)

④施工体系図について、類似する書類（下請負人報告書や下請総額3000万円未満の施工体制台
　帳）の削減を可能とするため、発注者提出用の様式に下記の項目を追加する事とする。

○各下請の会社の住所
○各下請の請負代金額（ただし建設業のみ）
○１次下請の請負代金額の合計（ただし建設業のみ）

（２）提出書類一覧表の作成

　提出書類の中には「過去に発注者から提出を求められた」「過去に請負者が提出した」「会
社のＩＳＯで発注者に提出する事としている」といった理由で、仕様書等では提出を求めてい
ない書類も多くあり、これも提出書類を増加させる大きな要因となっていた。

　このため、仕様書等で提出を求めている書類の一覧表（別添資料１参照）を作成するととも
に、提出書類に関する以下の原則を徹底させる事とした。

 ○発注者は、仕様書等で提出を求めていない書類の提出を求めない。
 ○請負者は、仕様書等で提出を求められていない書類は提出しない。
 ○発注者は、仕様書等で提出を求めていない書類は受理しない。

※ただし、特に必要であると認められる場合は、この限りではない。

（３）工事打合せ簿

　仕様書等の改訂で『協議』『報告』を書面とは規定しない事としたことに伴い、工事打合せ
簿の様式を変更したとともに、「結論を得るまでの協議は、現場（又は机上）で必要な資料を
基に面談（又は電話等）により行うものとし、合議し結論を得た結果を『工事打合せ簿』で処
理する。」とした『工事打合せ簿の取り交わし事例』も作成する。（別途通知）



（４）段階確認

　平成１９年４月に県独自の段階確認書の様式（一覧表形式）を定め運用してきたが、「追加
で段階確認が生じた場合に対応しにくいため、毎確認毎に手書きしなければならない。」「各
段階確認の資料に、連番のインデックスを付けなければならない。」などの不都合等が生じて
いた。

　このため、段階確認の実施方法について見直しを行い、各段階確認毎に『段階確認書』を作
成する旧来の方法に変更する。（別途通知）

　なお、旧来の様式では「施工予定の報告表」「段階確認の実施通知書」も含まれており、発
注者と請負者の間で何度もやりとりが生じていたが、予定の報告や実施の通知は電話等での連
絡と規定し、今回の様式は段階確認時点でのやりとりですむようにしたとともに、発注者が確
認している状況の写真撮影は不要とする。

４．今後の取り組み

（１）改訂内容等の周知及び検証

　今回の取り組みにおいては、仕様書等における提出書類の見直しだけでなく、『工事打合せ
簿』や『段階確認書』の運用の見直しも行っている。

　これらの運用は、工事監督において影響の大きい部分であり、その取扱いに齟齬が生じない
よう、監督職員に対して十分な周知を行うとともに、その検証を行い、必要に応じて見直し等
を行っていく。

（２）更なる簡素化への取組み

　今回の平成２１年４月の仕様書等の改訂に向けた取り組みは一応完結したが、業務に関する
省力化に向けた見直しは徹底して行っていく必要があり、今後も、監督職員や請負者の意見を
伺いながら、必要に応じて仕様書等の改訂を行っていく。

　また、施工体系図や実施工程表などの頻繁に改訂される資料の閲覧や、『工事打合せ簿』で
の処理をＷｅｂ上で行えるシステム（以下「情報共有化システム」という。）の整備について
も、監督職員や請負者の意見を伺いながら進めていく。なお、情報共有化システムの利用料金
は、設計書に計上することとする。
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，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

1
 /
 1
4
 ペ
ー
ジ



書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

前
払

金
(
契

約
書

第
3
4
条
第
1
項
)

前
払
金
を
請
求
す
る
場
合
、
保
証
証

書
を
添
え
て
請
求
す
る
。

前
払
金

請
求
時

→
○
支
出

工
事

看
板

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
1
6
)

工
事
看
板
の
設
置
が
困
難
な
工
事

事
前
に
承
諾
を
得
る
。

事
前

→
○
承
諾

工
事

看
板

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
1
6
)

公
衆
の

見
や
す
い
場
所
に
、
工
事

名
，
工

期
，
発
注
者
名
，
請
負
者
名

を
記
載

し
た
看
板
を
掲
示
す
る
。

着
工
前

掲
示

工
事

看
板

(
建

設
業
法
第
4
0
条
)

(
建

設
業
法
施
工
規
則
第
2
5
条
)

公
衆
の

見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る

着
工
前

掲
示

労
災

保
険

(
労
働
保
険

徴
収
法
施
行
規
則
第
7
4
条
)

(
労

働
者

災
害

補
償

保
険

法
施

行
規

則
第

4
9
条

)
労
災
保
険
に
係
る
保
険
関
係
が
成
立

し
て
い
る
工
事

現
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
労

働
者
に
周
知
す
る
。

着
工
前

掲
示

工
事

測
量

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
2
-
1
)

工
事
測

量
に
使
用
す
る
基
準
点
を
選

定
し
て

承
諾
を
受
け
る
。

工
事
測
量
前

→
○
承
諾

工
事

測
量

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
2
-
3
)

用
地
幅
杭
，
水
準
点
，
基
準
点
(
仮

設
測
量
標
を
除
く
)
を
移
設
す
る
必

要
が
あ
る
工
事

事
前
に
提
出
し
承
諾
を
得
る
。

工
事
測
量
時

随
時

→
○
承
諾

工
事

測
量

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
2
-
2
)

測
量
標
等
に
変
動
や
損
傷
が
生
じ
た

工
事

発
注
者
が
設
置
し
た
測
量
標
、
請
負

者
が
設
置
し
た
水
準
点
や
基
準
点
、

用
地
幅
杭
に
、
変
動
や
損
傷
を
確
認

し
た
ら
直
ち
に
報
告
し
復
元
す
る
。

工
事
測
量
時

随
時

→
△
確
認

工
事

測
量

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
2
-
3
)

必
要
な
用
地
幅
杭
が
存
在
し
な
か
っ

た
工
事

存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
ら
、

速
や
か
に
報
告
し
指
示
を
仰
ぐ
。

工
事
測
量
時

随
時

→
△
指
示

工
事

測
量

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
2
-
1
)

工
事
測
量
結
果
と
設
計
図
書
と
に
差

異
が
あ
っ
た
工
事

用
地
境
界
，
中
心
線
，
縦
断
，
横
断

を
確
認
し
て
、
差
異
を
発
見
し
た
ら

速
や
か
に
報
告
し
、
協
議
す
る
。

工
事
測
量
後

→
△
協
議

工
事

測
量

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
2
-
1
)

上
記
の
工
事
測
量
結
果
確
認
資
料
を

提
出
し
た
工
事
の
う
ち
発
注
者
が
請

求
し
た
工
事
、
及
び
、
水
準
点
や
基

準
点
を
追
加
又
は
移
設
し
た
工
事

工
事
測
量
が
完
了
し
た
ら
提
出
す

る
。

工
事
測
量
後

→
○
受
理

照
査

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
9
-
3
)

契
約
内
容
が
諸
法
例
と
矛
盾
し
て
い

る
工
事

判
明
し
た
ら
直
ち
に
報
告
し
、
監
督

職
員
の
確
認
を
求
め
る
。

照
査
時

随
時

→
△
指
示

照
査

(
契

約
書
第
1
8
条
第
1
項
)

設
計
図
書
の
不
備
や
現
場
と
の
不
一

致
等
が
確
認
さ
れ
た
工
事

確
認
し
た
ら
直
ち
に
報
告
し
、
監
督

職
員
の
確
認
を
求
め
る
。

照
査
時

随
時

→
△
指
示

照
査

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
-
2
)

設
計
図
書
と
現
場
の
不
一
致
等
が
確

認
さ
れ
た
工
事

確
認
し
た
ら
速
や
か
に
提
示
し
て
確

認
を
受
け
る
と
と
も
に
、
監
督
職
員

の
求
め
に
応
じ
て
提
出
す
る
。

照
査
時

随
時

→
○
受
理

建
退

共
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
6
-
6
)

請
負
者
が
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度

に
該
当
す
る
工
事

工
事
着
手
前
（
工
期
始
期
日
か
ら
3
0

日
以
内
）
に
提
出
す
る
。

工
事
着
手
前

→
○
受
理

建
退

共
(
掲

示
物

)
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
6
-
6
)

請
負
者
が
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度

に
該
当
す
る
工
事

現
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る

工
事
着
手
前

掲
示

工
事

看
板

建
設

業
許

可
証

測
量

標
等

の
移

設
承

諾
願

い

工
事

測
量

基
準

点
の

選
定

承
諾

願
い

設
計

図
書

の
不

備
や

現
場

と
の

不
一

致
等

が
確

認
さ

れ
た

旨
の

報
告

建
退

共
掛

金
収

納
書

(
発

注
者

用
)

設
計

図
書

の
不

備
や

現
場

と
の

不
一

致
等

を
確

認
で

き
る

資
料

必
要

な
用

地
幅

杭
が

存
在

し
な

か
っ

た
旨

の
報

告

契
約

内
容

が
諸

法
例

と
矛

盾
し

て
い

る
旨

の
報

告

工
事

測
量

成
果

簿

建
退

共
適

用
事

業
主

工
事

現
場

標
識

測
量

標
の

損
傷

報
告

工
事

看
板

の
設

置
を

省
略

す
る

場
合

の
承

諾
願

い

前
金

払
請

求
書

(
様

式
第

2
2
号

)

労
災

保
険

成
立

標

工
事

測
量

結
果

確
認

資
料

2
 /
 1
4
 ペ
ー
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書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

施
工

体
制

(
契

約
書

第
7
条
)

下
請
を
使
用
す
る
工
事

下
請
を

決
定
す
る
ご
と
に
、
直
ち
に

提
出
す
る
。

※
施
工
体
系
図
を
提
出
す
る
場
合
は

 
(
5
0
0
万
円
以
上
の
工
事
)
提
出
不
要

工
事
着
手
前

随
時

→
○
受
理

施
工

体
制

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
3
-
2
)

(
建

設
業
法
第
2
4
条
の
7
第
4
項
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

下
請
を
決
定
す
る
ご
と
、
契
約
内
容

を
変
更
す
る
ご
と
に
、
直
ち
に
提
出

す
る
。

工
事
着
手
前

随
時

→
○
受
理

施
工

体
制

(
掲

示
物

)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
3
-
2
)

(
建

設
業
法
第
2
4
条
の
7
第
4
項
)

下
請
契
約
の
総
額
が
3
0
0
0
万
円
以
上

の
土
木
工
事

下
請
を
決
定
す
る
ご
と
、
契
約
内
容

を
変
更
す
る
こ
と
に
、
直
ち
に
公
衆

が
見
や
す
い
場
所
へ
掲
示
す
る
。

工
事
着
手
前

随
時

掲
示

施
工

体
制

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
3
-
1
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
3
-
4
)

(
建

設
業
法
第
2
4
条
の
7
第
1
項
)

(
適

正
化
法
第
1
3
条
)

下
請
契
約
の
総
額
が
3
0
0
0
万
円
以
上

の
土
木
工
事

下
請
を
決
定
す
る
毎
、
契
約
内
容
を

変
更
す
る
毎
に
、
速
や
か
に
提
出
す

る
。

※
建
設
業
許
可
の
無
い
業
者
の
施
工

体
制
台
帳
は
不
要
。

工
事
着
手
前

随
時

→
○
受
理

契
約

書
の

写
し

(
発

注
者

→
元

請
)
(
建

設
業
法
施
行
規
則
第
1
4
条
の
2

第
2
項

第
1
号
)

工
事
着
手
前

随
時

→
○
受
理

契
約

書
の

写
し

(
元

請
→

全
下

請
)
(
建

設
業
法
施
行
規
則
第
1
4
条
の
2

第
2
項

第
1
号
)

※
注
文
請
書
と
契
約
約
款
だ
け
で
よ

い
。
（
注
文
書
は
不
要
。
）

工
事
着
手
前

随
時

→
○
受
理

元
請

・
監

理
技

術
者

の
資

格
な

ら
び

に
雇

用
を

証
明

す
る

資
料

(
建

設
業
法
施
行
規
則
第
1
4
条
の
2

第
2
項

第
2
号
)

※
監
理
技
術
者
証
の
写
し
が
あ
る
場

合
の
健
康
保
険
証
は
不
要
。

工
事
着
手
前

随
時

→
○
受
理

元
請

・
専

門
技

術
者

の
資

格
な

ら
び

に
雇

用
を

証
明

す
る

資
料

(
建

設
業
法
施
行
規
則
第
1
4
条
の
2

第
2
項

第
3
号
)

工
事
着
手
前

随
時

→
○
受
理

施
工

体
制

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
3
-
1
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
3
-
4
)

(
建

設
業
法
第
2
4
条
の
7
第
2
項
)

下
請
契
約
の
総
額
が
3
0
0
0
万
円
以
上

の
土
木
工
事
の
う
ち
下
請
負
人
が
再

下
請
を
行
う
工
事

再
下
請
を
決
定
す
る
毎
、
契
約
内
容

を
変
更
す
る
毎
に
、
速
や
か
に
提
出

す
る
。
(
施
行
体
制
台
帳
に
添
付
)

※
建
設
業
許
可
の
無
い
業
者
の
再
下

請
通
知
書
、
及
び
、
再
下
請
を
し
な

い
場
合
の
再
下
請
通
知
書
は
不
要
。

工
事
着
手
前

随
時

→
○
受
理

契
約

書
の

写
し

(
下

請
→

下
請

)
(
建

設
業
法
施
行
規
則
第
1
4
条
の
4

第
3
項

)
※
注
文
請
書
と
契
約
約
款
だ
け
で
よ

い
。
（
注
文
書
は
不
要
。
）

工
事
着
手
前

随
時

→
○
受
理

施
工

体
制

(
掲

示
物

)

(
建

設
業
法
施
行
規
則
第
1
4
条
の
3

第
1
項

)
下
請
契
約
の
総
額
が
3
0
0
0
万
円
以
上

の
土
木
工
事

下
請
負
人
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、

現
場
の
見
や
す
い
場
所
へ
掲
示
す

る
。

工
事
着
手
前

随
時

掲
示

施
工

体
制

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
4
-
3
)

県
外
下
請
を
使
用
す
る
5
0
0
万
円
以

上
の
工
事

県
外
下
請
を
選
定
す
る
場
合
、
事
前

に
提
出
し
、
理
由
に
つ
い
て
発
注
者

の
承
諾
を
受
け
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

体
制

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
4
-
3
)

離
島
の
地
方
機
関
発
注
工
事
で
管
外

下
請
を
使
用
す
る
5
0
0
万
円
以
上
の

工
事

管
外
下
請
を
選
定
す
る
場
合
、
事
前

に
提
出
し
、
理
由
に
つ
い
て
発
注
者

の
承
諾
を
受
け
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

管
内

下
請

企
業

を
使

用
し

な
い

理
由

書
(
離
島

地
方

機
関

用
)

(
様

式
-
4
・
県

内
企

業
活

用
用

)

施
工

体
制

台
帳

(
共

通
仕

様
書

様
式

集
)

施
工

体
制

台
帳

作
成

通
知

下
請

負
人

報
告

書
(
様

式
第

5
号

の
2
)

県
内

下
請

企
業

を
使

用
し

な
い

理
由

書
(
様

式
-
4
・
県

内
企

業
活

用
用

)

再
下

請
通

知
書

(
共

通
仕

様
書

様
式

集
)

施
工

体
系

図
[
掲

示
用

]
(
共

通
仕

様
書

様
式

集
)

施
工

体
系

図
[
提

出
用

]
(
共

通
仕

様
書

様
式

集
)

3
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書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

施
工

計
画

(
共

通
仕

様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
)

(
契

約
書

第
3
条
第
1
項
)

工
事
着
手
前
（
工
期
始
期
日
か
ら
3
0

日
以
内
）
に
提
出
す
る
。

※
5
0
0
万
円
以
上
の
工
事
で
は
施
工

計
画
書
の
計
画
工
程
表
で
代
用
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
受
理

施
工

計
画

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
6
-
1
)

施
工
計
画
書
の
一
部
を
省
略
す
る
簡

易
な
工
事

事
前
に
承
諾
を
得
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

施
工

計
画
書

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
6
-
1
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

ま
た
は
発
注
者
が
指
示
し
た
工
事

工
事
着
手
前
（
工
期
始
期
日
か
ら
3
0

日
以
内
）
に
提
出
す
る
。

工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
1
)
工

事
概

要
工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
2
)
計

画
工

程
表

工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
3
)
現

場
組

織
表

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
施

工
管

理
担

当
者

氏
名

(
施

工
管
理
基
準
/
施
工
管
理
)

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
機

械
管

理
担

当
者

氏
名

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
安

全
管

理
担

当
者

氏
名

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
起

重
作

業
船

団
長

氏
名

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
8
-
1
)

海
上
起
重
作
業
船
団
で
作
業
を
行
う

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
事

務
，

労
務

担
当

者
氏

名
工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
4
)
安

全
管

理
工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
安

全
管

理
の

具
体

的
計

画
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
1
8
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

安
全
教

育
及
び
安
全
訓
練
等
の
具
体

的
計
画
を
記
載
す
る
。

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
安

全
管

理
組

織
表

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
作

業
主

任
者

一
覧

表
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
4
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
交

通
安

全
等

輸
送

計
画

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
2
8
)

大
型
輸
送
機
械
で
大
量
の
土
砂
や
資

材
の
運
搬
を
行
う
5
0
0
万
円
以
上
の

工
事

交
通
安
全
等
必
要
な
事
項
の
計
画
を

記
載
す
る
｡

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
工

事
用

道
路

の
維

持
補

修
計

画
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
3
1
)

工
事
用
道
路
が
指
定
さ
れ
た
5
0
0
万

円
以
上
の
工
事

工
事
用
道
路
の
維
持
管
理
補
修
及
び

使
用
方
法
等
の
計
画
を
記
載
す
る
。

工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
5
)
指

定
機

械
工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
6
)
主

要
資

材
工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
7
)
施

工
方

法
主
要
機

械
，
主
要
船
舶
，
仮
設
備
計

画
等
を

含
む

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
各

工
種

毎
の

作
業

計
画

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
潜

水
作

業
従

事
者

氏
名

等
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
9
)

潜
水
作
業
を
行
う
5
0
0
万
円
以
上
の

工
事

潜
水
士
の
氏
名
や
、
指
揮
者
，
管
理

者
の
配
置
状
況
を
記
載
す
る
。

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
仮

設
備

計
画

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
残

土
処

分
地

計
画

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
9
)

残
土
処
分
地
を
整
備
す
る
5
0
0
万
円

以
上
の
工
事

処
理
方
法
，
排
水
計
画
，
場
内
維
持

等
を
記
載
す
る
。

工
事
着
手
前

→
○
受
理

計
画

工
程

表

施
工

計
画

書
の

内
容

の
一

部
を

省
略

す
る

た
め

の
承

諾
願

い
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書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

(
8
)
施

工
管

理
計

画
工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
施

工
管

理
担

当
者

氏
名

(
施

工
管
理
基
準
/
施
工
管
理
)

工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
9
)
緊

急
時

の
体

制
及

び
対

応
工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
1
0
)
交

通
管

理
工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
1
1
)
環

境
対

策
工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
1
2
)
現

場
作

業
環

境
の

整
備

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

内
容

(
特

記
仕
様
書
第
3
条
第
8
項
)

設
計
図
書
で
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
実

施
す
る
と
さ
れ
た
工
事

具
体
的
内
容
や
実
施
時
期
等
を
施
工

計
画
書
に
記
載
す
る
。

工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
1
3
)
再

生
資

源
の

利
用

の
促

進
と

建
設

副
産

物
の

適
正

処
理

方
法

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
再

生
資

源
利

用
計

画
書

　
-
建

設
資

材
搬

入
工

事
用

-
(
建

設
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
 
様

式
1
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
4
)

(
建

設
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

工
事
着
手
前

→
○
受
理

・
再

生
資

源
利

用
促

進
計

画
書

　
-
建

設
副

産
物

搬
出

工
事

用
-

(
建

設
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
 
様

式
2
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
4
)

(
建

設
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

工
事
着
手
前

→
○
受
理

(
1
4
)
そ

の
他

工
事
着
手
前

→
○
受
理

施
工

計
画

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
6
-
2
)

施
工
計
画
書
の
内
容
に
重
要
な
変
更

が
生
じ
た
工
事

事
前
に
提
出
す
る
。

事
前

→
○
受
理

施
工

計
画

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
6
-
3
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事
で
か
つ
発
注

者
が
指
示
し
た
工
事

発
注
者
が
指
示
し
た
事
項
に
つ
い
て

速
や
か
に
提
出
す
る
。

随
時

→
○
受
理

施
工

計
画

(
技

術
者

)

(
起

重
作
業
船
団
長
配
置
要
領
)

海
上
起
重
作
業
船
団
で
作
業
を
行
う

工
事
で
船
団
長
に
海
上
起
重
作
業
管

理
技
士
を
配
置
で
き
な
い
工
事

当
該
船
団
の
本
船
船
長
と
し
て
の
経

歴
書
を
提
出
し
承
諾
を
得
る
。
承
諾

を
得
た
書
面
は
工
事
中
携
行
す
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
技

術
者

)

(
潜

水
作
業
従
事
者
配
置
要
領
)

潜
水
作
業
を
単
独
で
行
う
工
事
で
無

級
者
を
潜
水
作
業
に
従
事
さ
せ
る
工

事

潜
水
作
業
の
経
歴
書
を
提
出
し
承
諾

を
得
る
。
承
諾
を
得
た
書
面
は
工
事

中
携
行
す
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
技

術
者

)

(
潜

水
作
業
従
事
者
配
置
要
領
)

潜
水
作
業
を
２
名
以
上
で
行
う
工
事

で
二
級
港
湾
潜
水
技
士
未
満
の
者
を

潜
水
指
揮
者
と
し
て
配
置
す
る
工
事

潜
水
作
業
の
経
歴
書
を
提
出
し
承
諾

を
得
る
。
承
諾
を
得
た
書
面
は
工
事

中
携
行
す
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
技

術
者

)

(
潜

水
作
業
従
事
者
配
置
要
領
)

潜
水
作
業
を
６
名
以
上
で
行
う
工
事

で
一
級
港
湾
潜
水
技
士
未
満
の
者
を

潜
水
管
理
者
と
し
て
配
置
す
る
工
事

潜
水
作
業
の
経
歴
書
を
提
出
し
承
諾

を
得
る
。
承
諾
を
得
た
書
面
は
工
事

中
携
行
す
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
技

術
者

)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
7
-
1
9
)

交
通
誘
導
員
に
交
通
指
導
警
備
検
定

合
格
者
(
1
級
又
は
2
級
)
を
配
置
で
き

な
い
工
事

教
育
実
施
状
況
に
関
す
る
資
料
等
に

よ
り
承
諾
を
得
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

起
重

作
業

船
団

長
選

定
承

諾
願

い

潜
水

管
理

者
選

定
承

諾
願

い

潜
水

指
揮

者
選

定
承

諾
願

い

潜
水

作
業

員
選

定
承

諾
願

い

交
通

誘
導

員
選

定
承

諾
願

い

施
工

計
画

書
（

変
更

）

施
工

計
画

書
（

詳
細

）

5
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書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

施
工

計
画

(
機

械
)

(
共

通
仕

様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
1
3
)

設
計
図
書
で
使
用
機
械
が
指
定
さ
れ

て
い
る
工
事
に
お
い
て
指
定
機
械
以

外
を
使
用
す
る
工
事

事
前
に
承
諾
を
得
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
機

械
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
6
-
6
)

排
出
ガ
ス
対
策
型
の
使
用
が
規
定
さ

れ
て
い
る
の
に
こ
れ
が
使
用
で
き
な

い
工
事

事
前
に
承
諾
を
得
る
。

※
設
計
変
更
の
対
象
と
す
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
機

械
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
6
-
7
)

低
騒
音
型
・
低
振
動
型
の
使
用
が
規

定
さ
れ
て
い
る
の
に
こ
れ
ら
が
使
用

で
き
な
い
工
事

事
前
に
承
諾
を
得
る
。

※
設
計
変
更
の
対
象
と
す
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
資

材
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
2
-
2
-
1
-
6
)

共
通
仕
様
書
の
表
２
－
１
の
指
定
材

料
を
使
用
す
る
工
事

事
前
に
確
認
を
受
け
た
上
で
提
出
す

る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
受
理

施
工

計
画

(
資

材
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
2
-
1
-
1
)

海
外
の
J
I
S
工
場
以
外
で
製
造
さ
れ

た
J
I
S
規
格
資
材
を
使
用
す
る
工
事

事
前
に
提
出
す
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
受
理

施
工

計
画

(
資

材
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
2
-
2
)

新
材
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物
を
使

用
す
る
工
事

(
新
材
が
規
定
さ
れ
た
場
合
を
除
く
)

事
前
に
承
諾
を
得
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
資

材
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
2
-
2
)

新
材
の
砕
石
を
使
用
す
る
工
事

(
新
材
が
規
定
さ
れ
た
場
合
を
除
く
)
事
前
に
承
諾
を
得
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
資

材
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
2
-
2
)

リ
サ
イ
ク
ル
認
定
制
度
で
認
定
さ
れ

て
い
な
い
再
生
路
盤
材
を
使
用
す
る

工
事

事
前
に
承
諾
を
得
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
資

材
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
2
-
9
-
1
-
2
)

セ
メ
ン
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
を
使

用
す
る
工
事

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
抑
制
対
策
の
適

合
を
確
認
し
た
資
料
を
提
出
す
る
。

事
前

→
○
受
理

施
工

計
画

(
資

材
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
2
-
9
-
1
-
2
)

全
塩
化
物
イ
オ
ン
量
が
0
.
3
k
g
/
m
3
を

超
え
る
セ
メ
ン
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

品
を
使
用
す
る
工
事

事
前
に
提
出
し
て
承
諾
を
得
る
。

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
資

材
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
2
-
9
-
4
)

必
要
な
表
示
を
省
略
す
る
コ
ン
ク

リ
ー
ト
二
次
製
品
を
使
用
す
る
工
事

事
前
に
承
諾
を
得
る
。

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
資

材
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
3
-
3
)

県
内
生
産
品
以
外
を
使
用
す
る
5
0
0

万
円
以
上
の
工
事

県
内
生
産
品
以
外
を
選
定
す
る
場

合
、
事
前
に
提
出
し
、
理
由
に
つ
い

て
発
注
者
の
承
諾
を
受
け
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
産

廃
等

)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
2
)

建
設
副
産
物
を
工
事
目
的
物
ま
た
は

指
定
仮
設
構
造
物
に
使
用
す
る
工
事

（
設
計
図
書
に
明
示
が
無
い
場
合
）

事
前
に
協
議
し
指
示
を
仰
ぐ
。

工
事
着
手
前

事
前

→
△
指
示

施
工

計
画

(
産

廃
等

)
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
2
)

建
設
副
産
物
を
任
意
仮
設
構
造
物
に

使
用
す
る
工
事

事
前
に
提
出
し
承
諾
を
得
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

計
画

(
産

廃
等

)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
8
)

請
負
者
の
都
合
で
設
計
図
書
に
規
定

の
建
設
発
生
土
受
入
れ
地
や
建
設
廃

棄
物
処
理
地
等
を
変
更
す
る
工
事

事
前
に
提
出
し
承
諾
を
得
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

建
設

副
産

物
処

分
地

変
更

承
諾

願

再
生

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

不
使

用
承

諾
願

い

低
騒

音
型

・
低

振
動

型
建

設
機

械
を

使
用

で
き

な
い

場
合

の
承

諾
願

い

高
塩

化
物

含
有

資
材

使
用

承
諾

願

建
設

副
産

物
の

使
用

承
諾

願
い

県
内

産
資

材
を

使
用

し
な

い
理

由
書

(
様

式
-
3
・
県

内
企

業
活

用
用

)

指
定

機
械

以
外

の
機

械
の

使
用

承
諾

願
い

建
設

副
産

物
の

使
用

協
議

再
生

砕
石

の
不

使
用

承
諾

願
い

県
が

認
定

し
て

い
な

い
再

生
路

盤
材

の
使

用
承

諾
願

い

排
出

ガ
ス

対
策

型
建

設
機

械
を

使
用

で
き

な
い

場
合

の
承

諾
願

い

ア
ル

カ
リ

骨
材

反
応

抑
制

対
策

適
合

資
材

の
確

認
資

料

製
品

へ
の

表
示

事
項

省
略

の
承

諾
願

海
外

建
設

資
材

品
質

審
査

証
明

書

材
料

品
質

確
認

資
料
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書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

産
廃

(
建

設
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
法
第
1
0
条
)

(
建

設
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
)

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
工
事

※
特
定
建
設
資
材
廃
棄
物
を
搬
出
す

る
、
又
は
、
特
定
建
設
資
材
を
使
用

す
る
、
5
0
0
万
円
以
上
の
土
木
工
事

工
事
着
手
７
日
前
ま
で
に
、
知
事
ま

た
は
市
長
へ
届
け
出
る
。

工
事
着
手

７
日
前

→

産
廃

(
廃

棄
物
処
理
法
施
行
令
第
6
条
)

産
業
廃
棄
物
の
保
管
場
所
を
設
け
る

工
事

見
や
す
い
箇
所
に
産
業
廃
棄
物
の
積

替
え
の
た
め
の
保
管
場
所
で
あ
る
こ

と
を
掲
示
す
る
。

事
前

掲
示

資
材

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
2
-
2
-
1
-
1
)

発
注
者

か
ら
請
求
が
あ
っ
た
ら
直
ち

に
提
示

す
る
。

随
時

→
△
確
認

支
給

品
等

(
契

約
書
第
1
5
条
第
3
項
)

支
給
品
等
を
使
用
す
る
工
事

支
給
品

等
の
引
渡
を
受
け
た
日
か
ら

７
日
以
内
に
提
出
す
る
。

随
時

→
○
受
理

支
給

品
等

(
契

約
書
第
1
5
条
第
2
項
)

(
契

約
書
第
1
5
条
第
4
項
)

支
給
品
等
を
使
用
す
る
工
事
で
そ
の

支
給
品
等
が
適
当
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
工
事

支
給
品
等
が
適
当
で
な
い
と
確
認
さ

れ
た
時
点
で
、
そ
の
旨
を
発
注
者
へ

報
告
す
る
。

随
時

→
△
指
示

支
給

品
等

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
9
-
7
)

支
給
品
等
に
つ
い
て
修
理
が
必
要
と

な
っ
た
工
事

事
前
に
提
出
し
承
諾
を
得
る
。

事
前

→
○
承
諾

支
給

品
等

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
9
-
3
)

支
給
品
を
使
用
す
る
工
事

支
給
品

の
使
用
が
完
了
し
た
ら
提
出

す
る
。

随
時

→
○
受
理

現
場

発
生

品
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
0
-
2
)

設
計
図
書
に
定
め
て
い
な
い
現
場
発

生
品
が
発
生
し
た
工
事

現
場
発
生
品
が
発
生
し
た
ら
報
告
す

る
。

随
時

→
△
確
認

現
場

発
生

品
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
0
-
2
)

設
計
図
書
に
定
め
て
い
な
い
現
場
発

生
品
の
引
渡
し
を
受
け
た
い
工
事

随
時

了
解
○

←

現
場

発
生

品
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
0
-
1
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
0
-
2
)

現
場
発
生
品
が
発
生
す
る
工
事

※
設
計
図
書
で
指
定
し
て
な
い
場
合

現
場
発
生
品
の
引
渡
し
場
所
を
指
示

す
る
。

随
時

了
解
○

←

現
場

発
生

品
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
0
-
1
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
0
-
2
)

現
場
発
生
品
が
発
生
す
る
工
事

現
場
発
生
品
が
発
生
し
た
と
き
に
提

出
す
る
。

随
時

→
○
確
認

施
工

管
理

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
9
-
3
)

(
施

工
管
理
基
準
/
品
質
管
理
)

発
注
者

が
求
め
た
場
合
に
提
示
す

る
。
（

完
成
時
に
は
提
出
）

随
時

→
△
確
認

施
工

管
理

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
9
-
3
)

(
施

工
管
理
基
準
/
出
来
形
管
理
)

発
注
者

が
求
め
た
場
合
に
提
示
す

る
。
（

完
成
時
に
は
提
出
）

随
時

→
△
確
認

施
工

管
理

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
9
-
3
)

(
施

工
管
理
基
準
/
写
真
管
理
)

発
注
者

が
求
め
た
場
合
に
提
示
す

る
。
（

完
成
時
に
は
提
出
）

随
時

→
△
確
認

施
工

管
理

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
9
-
3
)

(
施

工
管
理
基
準
/
工
程
管
理
)

発
注
者

が
求
め
た
場
合
に
提
示
す

る
。

随
時

→
△
確
認

施
工

時
間

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
1
-
1
)

設
計
図
書
に
施
工
時
間
が
定
め
ら
れ

て
い
る
工
事
で
そ
の
作
業
時
間
を
変

更
す
る
必
要
が
あ
る
工
事

事
前
に
提
出
し
て
協
議
し
、
承
諾
を

得
る
。

工
事
着
手
前

事
前

→
○
承
諾

施
工

時
間

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
1
-
2
)

設
計
図
書
に
施
工
時
間
が
定
め
ら
れ

て
い
な
い
工
事
で
休
日
夜
間
に
作
業

を
行
う
工
事

事
前
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
理
由

も
説
明
す
る
。

随
時

→
△
確
認

現
場

発
生

品
引

渡
し

指
示

書

リ
サ

イ
ク

ル
通

知
書

(
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
様

式
4
)

出
来

形
管

理
資

料

写
真

管
理

資
料

品
質

管
理

資
料

支
給

品
精

算
書

産
業

廃
棄

物
保

管
場

所
の

標
識

支
給

品
等

の
修

理
承

諾
願

い

現
場

発
生

品
発

生
報

告

現
場

発
生

品
引

渡
し

場
所

指
示

書

支
給

品
等

の
受

領
書

又
は

借
用

書

支
給

品
等

が
適

当
で

な
い

旨
の

報
告

作
業

時
間

変
更

承
諾

願

各
材

料
の

品
質

を
証

明
す

る
資

料

工
程

管
理

資
料

現
場

発
生

品
調

書

休
日

・
夜

間
作

業
報

告
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書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

対
外

折
衝

(
共

通
仕

様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
0
-
3
)

官
公
庁
に
届
出
を
行
っ
た
工
事
で
発

注
者
が
請
求
し
た
工
事

発
注
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
許
可
や

承
諾
を
受
け
た
資
料
を
提
示
す
る
。

随
時

→
△
確
認

対
外

折
衝

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
0
-
4
)

官
公
庁
に
届
出
を
行
っ
た
工
事
で
そ

の
許
可
条
件
が
設
計
図
書
に
適
合
し

な
い
工
事

速
や
か
に
報
告
し
て
指
示
を
仰
ぐ
。

随
時

→
△
指
示

対
外

折
衝

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
0
-
7
)

近
隣
協
議
を
行
う
工
事

協
議
(
交
渉
)
内
容
に
つ
い
て
事
前
に

報
告
す
る
。

随
時

→
△
確
認

対
外

折
衝

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
0
-
8
)

近
隣
協
議
を
行
っ
た
工
事

協
議
(
交

渉
)
状
況
に
つ
い
て
随
時
報

告
す
る
。

随
時

→
△
確
認

産
廃

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
3
)

(
廃

掃
法
第
1
2
条
の
3
)

産
業
廃
棄
物
を
搬
出
す
る
工
事

発
注
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
ら
、
速
や

か
に
提
示
す
る
。

随
時

→
△
確
認

特
許

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
5
-
1
)

特
許
工
法
等
を
使
用
す
る
工
事

事
前
に
報
告
す
る
。

事
前

→
△
確
認

発
明

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
5
-
2
)

工
事
の
遂
行
に
よ
り
発
明
ま
た
は
考

案
が
な
さ
れ
た
工
事

速
や
か
に
報
告
す
る
と
共
に
保
全
の

た
め
の
措
置
を
講
じ
る
。

随
時

→
△
指
示

文
化

財
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
7
-
1
)

施
工
区
域
内
で
に
文
化
財
が
発
見
さ

れ
た
工
事

速
や
か
に
報
告
し
指
示
を
仰
ぐ
。

随
時

→
△
指
示

安
全

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
9
)

施
工
箇
所
に
地
下
埋
設
物
が
あ
る
工

事
地
下
埋
設
物
の
有
無
や
位
置
，
深
さ

等
を
調
査
し
報
告
す
る
。

随
時

→
△
確
認

安
全

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
1
0
)

施
工
中
に
管
理
者
不
明
の
地
下
埋
設

物
が
発
見
さ
れ
た
工
事

速
や
か
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
管

理
者
を
調
査
し
明
確
に
す
る
。

随
時

→
△
指
示

安
全

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
1
2
)

施
工
区
域
内
で
想
定
外
の
物
件
が
発

見
(
拾
得
)
さ
れ
た
工
事

発
注
者
及
び
関
係
官
庁
へ
速
や
か
に

報
告
し
指
示
を
仰
ぐ
。

随
時

→
△
指
示

安
全

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
1
9
)

発
注
者

が
要
求
し
た
場
合
に
直
ち
に

提
示
す

る
。

随
時

→
△
確
認

安
全

(
労

働
安
全
衛
生
規
則
第
1
8
条
)

作
業
主
任
者
を
選
任
す
る
必
要
が
あ

る
工
種
の
あ
る
工
事

作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し

労
働
者
に
周
知
す
る
。

事
前

掲
示

火
薬

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
3
-
2
(
1
)
)
火
気
を
使
用
す
る
工
事

使
用
に
先
立
ち
、
火
気
の
使
用
場

所
，
日
時
，
消
火
設
備
等
を
記
載
し

て
提
示
す
る
。

事
前

→
△
確
認

火
薬

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
3
-
1
(
2
)
)
火
薬
類
等
を
使
用
す
る
工
事

使
用
に

先
立
ち
提
示
す
る
。

事
前

→
△
確
認

火
薬

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
3
-
1
(
1
)
)
火
薬
類
等
の
危
険
物
を
備
蓄
し
使
用

す
る
必
要
が
あ
る
工
事

発
注
者
の
要
請
に
応
じ
て
、
火
薬
類

取
扱
保
安
責
任
者
の
火
薬
類
保
安
手

帳
及
び
従
事
者
手
帳
を
提
示
す
る
。

随
時

→
△
確
認

災
害

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
2
)

災
害
が
発
生
し
た
工
事

災
害
が
発
生
し
た
ら
、
発
注
者
お
よ

び
関
係
機
関
に
直
ち
に
通
知
す
る
。

災
害
発
生
時

→
○
受
理

災
害

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
4
-
1
)

(
契

約
書
第
2
9
条
第
1
項
)

災
害
が
発
生
し
た
工
事
の
う
ち
不
可

抗
力
の
損
害
に
よ
る
費
用
の
請
求

(
契
約
書
第
2
9
条
)
が
で
き
る
と
思
わ

れ
る
工
事

災
害
が
発
生
し
た
ら
、
直
ち
に
詳
細

な
状
況
を
把
握
し
、
通
知
す
る
。

災
害
発
生
後

→
○
受
理

そ
の

他
物

件
の

発
見

報
告

火
薬

類
使

用
計

画
書

火
薬

類
取

扱
保

安
責

任
者

の
資

料

災
害

発
生

の
通

知

安
全

教
育

訓
練

の
実

施
資

料

作
業

主
任

者
の

氏
名

及
び

そ
の

者
に

行
わ

せ
る

事
項

工
事

災
害

通
知

書

火
気

使
用

計
画

書

地
下

埋
設

物
発

見
報

告

近
隣

協
議

(
交

渉
)
状

況
報

告

官
公

庁
届

出
資

料

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
ﾏ
ﾆ
ﾌ
ｪ
ｽ
ﾄ
）

発
明

(
考

案
)
報

告

地
下

埋
設

物
状

況
の

報
告

特
許

権
等

使
用

報
告

官
公

庁
届

出
結

果
報

告

文
化

財
発

見
報

告

近
隣

協
議

(
交

渉
)
事

前
報

告

8
 /
 1
4
 ペ
ー
ジ



書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

災
害

(
契

約
書

第
2
9
条
第
2
項
)

災
害
が
発
生
し
た
工
事
の
う
ち
請
負

者
か
ら
工
事
災
害
通
知
書
の
提
出
が

な
さ
れ
た
工
事

直
ち
に
調
査
を
行
い
損
害
の
状
況
を

確
認
し
、
そ
の
結
果
を
通
知
す
る
。

災
害
発
生
後

受
理
○

←

契
約

変
更

(
災

害
)

(
契

約
書
第
2
9
条
第
3
項
)

災
害
が
発
生
し
た
工
事
の
う
ち
状
況

調
査
結
果
通
知
に
よ
り
損
害
が
確
認

さ
れ
た
工
事

災
害
発
生
後

→
○
契
約

臨
機

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
7
-
1
)

臨
機
の
措
置
を
行
っ
た
工
事

臨
機
の

措
置
を
行
っ
た
ら
、
直
ち
に

報
告
す
る
。

事
後

→
○
受
理

臨
機

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
3
7
)

船
舶
の
運
航
等
に
支
障
を
き
た
す
物

体
を
海
中
に
落
と
し
た
も
の
の
直
ち

に
取
り
除
け
な
か
っ
た
工
事

危
険
箇
所
を
明
示
し
た
標
識
を
設
置

す
る
と
と
も
に
、
発
注
者
や
監
督
官

公
庁
に
通
知
す
る
。

事
後

→
○
受
理

臨
機

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
3
8
)

作
業
船
舶
の
故
障
に
よ
り
二
次
災
害

の
恐
れ
が
生
じ
た
工
事

直
ち
に
応
急
措
置
を
講
じ
発
注
者
や

監
督
官
庁
に
通
知
す
る
。

事
後

→
○
受
理

環
境

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
6
-
2
)

環
境
へ
の
影
響
が
予
知
さ
れ
た
ま
た

は
発
生
し
た
工
事

直
ち
に
応
急
措
置
を
講
じ
て
通
知
す

る
と
と
も
に
、
第
三
者
と
の
交
渉
が

発
生
し
た
場
合
は
、
そ
の
経
過
も
報

告
す
る
。

事
後

→
○
受
理

環
境

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
6
-
3
)

環
境
へ
の
影
響
が
発
生
し
第
三
者
へ

の
損
害
が
生
じ
た
工
事

請
負
者
が
善
良
な
管
理
義
務
を
果
た

し
て
い
た
か
を
判
断
す
る
資
料
を
、

発
注
者
の
求
め
に
応
じ
提
出
す
る
。

事
後

→
○
受
理

事
故

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
5
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
6
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
2
-
1
1
)

事
故
が
発
生
し
た
工
事

※
物
損
事
故
も
含
む

事
故
が
発
生
し
た
ら
、
ま
ず
は
電
話

等
で
報
告
し
、
速
や
か
に
提
出
又
は

通
知
す
る
。

事
故
発
生
時

→
○
受
理

事
故

事
故
が
発
生
し
た
工
事

※
物
損
事
故
も
含
む

請
負
者
か
ら
報
告
を
受
け
た
ら
速
や

か
に
県
庁
へ
提
出
す
る
。

事
故
発
生
時

→

事
故

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
5
)

事
故
が
発
生
し
た
工
事

※
物
損
事
故
も
含
む

事
故
の
詳
細
が
判
明
し
、
図
面
や
写

真
等
が
準
備
で
き
次
第
、
速
や
か
に

提
出
す
る
。

被
災
者
が
職
場
復
帰
又
は
完
治
し
た

時
点
で
最
終
報
告
す
る
。

事
故
発
生
後

→
○
受
理

事
故

事
故
が
発
生
し
た
工
事

※
物
損
事
故
も
含
む

請
負
者
か
ら
報
告
を
受
け
た
ら
速
や

か
に
県
庁
へ
提
出
す
る
。

事
故
発
生
後

→

事
故

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
5
)

休
業
４
日
以
上
の
労
災
事
故
，
第
三

者
災
害
，
影
響
の
大
き
い
物
損
事
故

が
発
生
し
た
工
事

発
注
者
が
指
示
す
る
期
日
ま
で
に
提

出
す
る
。

事
故
発
生
後

→
○
受
理

事
故

休
業
４
日
以
上
の
労
災
事
故
，
第
三

者
災
害
，
影
響
の
大
き
い
物
損
事
故

が
発
生
し
た
工
事

請
負
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
ら
速
や

か
に
県
庁
へ
提
出
す
る
。

事
故
発
生
後

→

工
事

災
害

費
用

負
担

請
求

書

環
境

へ
の

影
響

に
関

す
る

通
知

事
故

等
発

生
速

報
(
様

式
1
(
請
負

者
→

発
注

者
)
)

事
故

報
告

書
【

請
負

業
者

用
】

(
様

式
5
-
1
～

5
-
6
)

作
業

船
舶

故
障

の
通

知

臨
機

の
措

置
の

報
告

書

海
上

標
識

設
置

の
通

知

事
故

等
発

生
報

告
書

（
第

○
報

）
(
様

式
2
(
請
負

者
→

発
注

者
)
)

事
故

等
発

生
報

告
書

（
第

　
報

）
(
様

式
2
(
発
注

者
→

県
庁

)
)

環
境

へ
の

影
響

に
関

す
る

資
料

事
故

等
発

生
速

報
(
様

式
1
(
発
注

者
→

県
庁

)
)

事
故

報
告

書
【

発
注

者
用

】
(
様

式
4
)

工
事

災
害

状
況

調
査

結
果

通
知
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書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

不
当

要
求

(
共

通
仕

様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
1
-
1
)

(
長

崎
県

建
設
工
事
暴
力
団
対
策

要
綱

第
6
条
)

暴
力
団
等
よ
り
不
当
要
求
を
受
け
た

工
事

毅
然
と
し
て
拒
否
し
、
速
や
か
に
警

察
署
に
届
出
を
行
う
と
と
も
に
発
注

者
に
提
出
す
る
。

不
当
要
求
後

→
○
受
理

不
当

要
求

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
1
-
2
)

暴
力
団
等
よ
る
不
当
要
求
に
よ
り
被

害
を
受
け
た
工
事

速
や
か
に
警
察
署
に
被
害
届
を
提
出

し
発
注
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

不
当
要
求
後

→
○
受
理

不
当

要
求

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
1
-
3
)

暴
力
団
等
よ
る
不
当
要
求
に
よ
り
工

期
の
変
更
が
必
要
な
工
事

発
注
者
と
速
や
か
に
協
議
す
る
。

不
当
要
求
後

→
△
協
議

中
間

前
金

(
契

約
書
第
3
7
条
第
1
項
)

中
間
前
金
払
を
選
択
し
た
工
事

中
間
前
金
払
を
請
求
し
よ
う
と
す
る

場
合
、
事
前
に
履
行
報
告
書
等
を
添

え
て
提
出
す
る
。

中
間
前
金

請
求
時

→
○
認
定

工
事

履
行

報
告

書
(
共

通
仕
様

書
様

式
集

)
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
0
)

中
間
前
金
払
請
求
に
と
も
な
う
認
定

請
求
時
に
提
出
す
る
。

中
間
前
金

請
求
時

→
○
認
定

実
施

工
程

表
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
0
)

履
行
報
告
書
に
添
付

中
間
前
金

請
求
時

→
○
認
定

出
来

高
数

量
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
0
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
3
)

履
行
報
告
書
に
添
付

中
間
前
金

請
求
時

→
○
認
定

完
成

部
分

の
状

況
写

真
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
3
0
)

履
行
報
告
書
に
添
付

中
間
前
金

請
求
時

→
○
認
定

中
間

前
金

(
契

約
書
第
3
7
条
第
2
項
)

中
間
前
金
払
を
選
択
し
た
工
事

認
定
請
求
書
を
受
理
し
た
ら
７
日
以

内
に
認
定
し
提
出
す
る
。

中
間
前
金

請
求
時

受
理
○

←

中
間

前
金

(
契

約
書
第
3
7
条
第
3
項
)

中
間
前
金
払
を
選
択
し
た
工
事
で
認

定
を
受
け
た
工
事

認
定
通
知
を
受
け
た
場
合
、
保
証
証

書
を
添
え
て
請
求
す
る
。

中
間
前
金

請
求
時

→
○
支
出

段
階

確
認

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
2
-
5
)

段
階
確
認
が
必
要
な
工
事

確
認
種

別
，
内
容
，
希
望
日
時
等

を
、
確
認
希
望
日
の
概
ね
１
週
間
前

ま
で
に
報
告
す
る
。

段
階
確
認
前

→
△
確
認

段
階

確
認

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
2
-
5
)

段
階
確
認
が
必
要
な
工
事

確
認
日

時
，
確
認
者
氏
名
，
確
認
方

法
等
の
予
定
を
報
告
す
る
。

段
階
確
認
前

確
認
△

←

段
階

確
認

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
2
-
5
)

段
階
確
認
が
必
要
な
工
事

確
認
時

ま
で
に
準
備
す
る
と
と
も

に
、
確
認
時
(
後
)
に
監
督
職
員
の
押

印
を
得
て
完
成
時
ま
で
保
管
す
る
。

(
完
成
時
に
は
提
出
す
る
。
)

段
階
確
認
時

→
△
確
認

段
階

確
認

資
料

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
2
-
5
)

確
認
項
目
に
関
す
る
管
理
資
料
(
出

来
形
，
品
質
管
理
資
料
等
)
を
段
階

確
認
書
と
と
も
に
準
備
す
る
と
と
も

に
、
確
認
結
果
を
記
載
す
る
。

(
完
成
時
に
は
提
出
す
る
。
)

段
階
確
認
時

→
△
確
認

段
階

確
認

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
2
-
6
)

机
上
で
の
段
階
確
認
が
必
要
な
工
事

上
記
の

準
備
資
料
と
合
わ
せ
て
写
真

等
の
資
料
も
提
示
し
確
認
を
受
け
る

段
階
確
認
時

→
△
確
認

中
間

検
査

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
7
-
4
)

中
間
検
査
が
必
要
な
工
事

※
中
間

検
査
の
結
果
は
、
既
済
部
分

検
査
や
完
成
検
査
の
検
査
資
料
に
記

載
す
る
。

中
間
検
査
前

受
検
△

←

不
当

要
求

報
告

書
(
別

紙
様

式
2
)

不
当

要
求

に
よ

る
工

期
協

議

中
間

検
査

実
施

日
の

報
告

不
当

要
求

に
よ

る
被

害
通

知
書

中
間

前
金

払
請

求
書

(
様

式
第

2
2
号

の
4
)

認
定

請
求

書
(
様

式
第

2
2
号

の
2
)

認
定

(
調

書
)
通

知
書

(
様

式
第

2
2
号

の
3
)

段
階

確
認

の
実

施
日

等
の

報
告

段
階

確
認

書

段
階

確
認

提
示

資
料

(
机

上
の

場
合

)

段
階

確
認

の
実

施
予

定
等

の
報

告

1
0
 /
 1
4
 ペ
ー
ジ



書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

調
査

試
験

(
共

通
仕

様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
5
-
1
)

請
負
者
に
調
査
や
試
験
を
依
頼
す
る

工
事

事
前
に
具
体
的
内
容
を
報
告
す
る
。

随
時

了
解
○

←

調
査

試
験

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
5
-
2
)

労
務
費
調
査
の
対
象
と
し
て
選
定
さ

れ
た
工
事

必
要
事
項
を
正
確
に
記
入
し
た
調
査

票
を
提
出
す
る
と
と
も
に
調
査
へ
も

協
力
す
る
。
(
工
期
経
過
後
も
同
様
)

※
下
請
と
の
契
約
に
も
、
同
様
の
義

　
務
を
負
う
旨
を
定
め
る
。

調
査
時

→
○
受
理

調
査

試
験

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
5
-
3
,
4
)

諸
経
費
動
向
調
査
，
施
工
合
理
化
調

査
，
施
工
実
態
調
査
の
対
象
と
し
て

選
定
さ
れ
た
工
事

調
査
へ
協
力
す
る
と
と
も
に
調
査
票

も
提
出
す
る
。
ま
た
、
工
期
経
過
後

も
同
様
と
す
る
。

調
査
時

→
○
受
理

調
査

試
験

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
5
-
6
)

工
事
現
場
に
お
い
て
請
負
者
が
独
自

の
調
査
試
験
を
行
う
工
事

具
体
的
内
容
が
分
か
る
資
料
を
添
付

し
承
諾
を
得
る
。
ま
た
試
験
結
果
等

を
発
表
す
る
場
合
も
承
諾
を
得
る
。

調
査
時

→
○
承
諾

現
場

点
検

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
5
-
5
)

公
共
工
事
現
場
点
検
の
対
象
と
し
て

選
定
さ
れ
た
工
事

調
査
へ
協
力
す
る
。

(
関
係
資
料
等
を
提
示
す
る
。
)

現
場
点
検
時

→
△
確
認

現
場

点
検

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
5
-
5
)

公
共
工
事
現
場
点
検
の
対
象
と
し
て

選
定
さ
れ
た
工
事

公
共
工
事
現
場
点
検
事
業
を
受
託
し

て
い
る
調
査
監
は
携
帯
し
提
示
す
る

現
場
点
検
時

確
認
△

現
場

代
理

人
(
契

約
書
第
1
2
条
第
1
項
)

(
契

約
書
第
1
2
条
第
2
項
)

現
場
代
理
人
等
が
著
し
く
不
適
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
工
事

理
由
を
示
し
た
書
面
を
も
っ
て
必
要

な
措
置
を
請
求
す
る
。

随
時

受
理
○

←

現
場

代
理

人
(
契

約
書
第
1
2
条
第
3
項
)

現
場
代
理
人
等
が
著
し
く
不
適
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
工
事

措
置
請
求
の
受
理
後
１
０
日
以
内

に
、
決
定
し
た
措
置
を
通
知
す
る
。

請
求
受
理
後

１
０
日
以
内

→
○
受
理

監
督

職
員

(
契

約
書
第
1
2
条
第
4
項
)

監
督
職
員
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
工
事

理
由
を
示
し
た
書
面
を
も
っ
て
必
要

な
措
置
を
請
求
す
る
。

随
時

→
○
受
理

監
督

職
員

(
契

約
書
第
1
2
条
第
5
項
)

監
督
職
員
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
工
事

措
置
請
求
の
受
理
後
１
０
日
以
内

に
、
決
定
し
た
措
置
を
通
知
す
る
。

請
求
受
理
後

１
０
日
以
内

受
理
○

←

契
約

解
除

(
契

約
書
第
4
9
条
第
1
項
)

契
約
を
解
除
す
る
要
件
を
満
た
し
そ

の
必
要
が
あ
る
工
事

理
由
を
付
し
て
通
知
す
る
。

随
時

受
理
○

←

契
約

解
除

(
契

約
書
第
5
0
条
第
1
項
)

契
約
を
解
除
す
る
要
件
を
満
た
し
そ

の
必
要
が
あ
る
工
事

理
由
を
付
し
て
通
知
す
る
。

随
時

→
○
受
理

工
事

中
止

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
6
-
1
,
2
)

(
契

約
書
第
2
0
条
第
1
項
)

(
契

約
書
第
2
0
条
第
2
項
)

工
事
中
止
が
必
要
な
工
事

工
事
中

止
が
必
要
と
な
っ
た
際
に
理

由
を
付
し
て
通
知
す
る
。

工
事
中
止
前

受
理
○

←

工
事

中
止

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
6
-
3
)

工
事
全
体
の
一
時
中
止
と
な
っ
た
工

事
、
又
は
、
主
た
る
工
種
の
部
分
中

止
で
工
期
が
延
期
と
な
っ
た
工
事

速
や
か
に
提
出
す
る
。

工
事
中
止
時

→
○
受
理

工
事

中
止

(
契

約
書
第
2
0
条
第
3
項
)

工
事
中
止
を
行
っ
た
工
事

工
事
中

止
解
除
が
可
能
と
な
っ
た
際

に
通
知
す
る
。

※
契
約
工
期
の
変
更
が
必
要
な
場
合

　
は
変
更
契
約
工
期
を
記
載

工
事
中
止
後

受
理
○

←

技
術

調
査

監
証

明
書

(
Ｇ

メ
ン

)

調
査

及
び

試
験

内
容

報
告

契
約

解
除

通
知

書
(
様

式
第

6
号

)

監
督

職
員

に
関

す
る

措
置

請
求

公
共

工
事

現
場

点
検

資
料

(
Ｇ

メ
ン

)

契
約

解
除

通
知

書

諸
経

費
動

向
調

査
調

査
票

施
工

合
理

化
調

査
調

査
票

施
工

実
態

調
査

調
査

票

工
事

中
止

通
知

書
(
様

式
第

9
号

)

工
事

中
止

解
除

通
知

書
(
様

式
第

1
0
号

)

工
事

中
止

期
間

中
の

維
持

管
理

に
関

す
る

基
本

計
画

書

監
督

職
員

に
関

す
る

措
置

通
知

現
場

代
理

人
等

に
関

す
る

措
置

請
求

現
場

代
理

人
等

に
関

す
る

措
置

通
知

独
自

調
査

(
試

験
)
に

関
す

る
承

諾
願

労
務

費
調

査
調

査
票

1
1
 /
 1
4
 ペ
ー
ジ



書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

契
約

変
更

(
工

期
)

(
契

約
書

第
2
1
条
)

天
候
不
良
な
ど
請
負
者
の
責
に
帰
さ

な
い
理
由
で
工
期
の
延
長
が
必
要
な

工
事

工
期
の
延
長
が
必
要
と
判
明
し
た
ら

遅
滞
な
く
提
出
す
る
。

随
時

→
○
協
議

契
約

変
更

(
工

期
)

(
契

約
書
第
2
2
条
)

特
別
な
理
由
に
よ
り
工
期
の
短
縮
が

必
要
な
工
事

随
時

協
議
○

←

契
約

変
更

(
工

期
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
1
8
)

工
期
の
変
更
が
必
要
な
工
事

※
た
だ
し
以
下
の
場
合
を
除
く

・
官
か
ら
の
支
給
品
が
不
適
当

・
設
計
図
書
の
不
適
合

・
前
金
不
払
に
よ
る
工
事
中
止

変
更
日
数
の
算
定
根
拠
や
変
更
工
程

表
等
を
提
出
す
る
。

変
更
契
約
前

→
○
受
理

数
量

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
3
)

出
来
形

測
量
を
実
施
し
出
来
形
数
量

を
算
出

し
て
提
出
す
る
。

変
更
契
約
前

→
○
受
理

数
量

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
3
)

産
業
廃
棄
物
を
搬
出
す
る
工
事

※
木
く
ず
も
含
む
。

変
更
契
約
前

→
○
受
理

数
量

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
1
0
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
1
2
)

建
設
発
生
土
や
木
く
ず
(
産
業
廃
棄

物
以
外
)
を
処
分
場
へ
搬
出
す
る
工

事
で
発
注
者
が
求
め
る
工
事

変
更
契
約
前

→
○
受
理

変
更

契
約

(
工

事
執
行
規
則
第
1
6
条
第
1
項
)

(
建

設
業
法
第
1
9
条
第
2
項
)

工
事
内
容
の
変
更
に
伴
い
変
更
契
約

が
必
要
な
工
事

変
更
契
約
時

受
理
○

←

変
更

契
約

(
工

事
執
行
規
則
第
1
6
条
第
2
項
)

(
建

設
業
法
第
1
9
条
第
2
項
)

工
事
内
容
の
変
更
に
伴
い
変
更
契
約

が
必
要
な
工
事

契
約
変
更
申
込
書
を
受
け
、
異
議
が

な
け
れ
ば
、
速
や
か
に
提
出
す
る
。

変
更
契
約
時

→
○
契
約

工
事

カ
ル

テ

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
7
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事
で
か
つ
工
期

又
は
技
術
者
が
変
更
さ
れ
た
工
事

受
領
書
が
届
い
た
ら
写
し
を
提
示
。

(
変
更
契
約
後
１
０
日
以
内
に
登
録
)

※
1
0
日
以
内
に
完
成
時
登
録
を
す
る

場
合
の
提
示
は
不
要

変
更
契
約
後

→
△
確
認

工
事

カ
ル

テ
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
7
)

工
事
カ
ル
テ
の
訂
正
が
必
要
と
な
っ

た
5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

受
領
書
が
届
い
た
ら
写
し
を
提
示
。

(
速
や
か
に
登
録
)

随
時

→
△
確
認

部
分

払
(
契

約
書
第
3
8
条
第
2
項
)

部
分
払
を
請
求
す
る
工
事

既
済
部
分

検
査
前

→
○
受
理

出
来

高
に

関
す

る
資

料
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
6
-
2
)

既
済
部
分
検
査
申
込
書
に
添
付

既
済
部
分

検
査
前

→
○
受
理

部
分

払
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
6
-
6
)

(
契

約
書
第
3
8
条
第
3
項
)

部
分
払
の
請
求
が
あ
っ
た
工
事

既
済
部
分
検
査
申
込
書
を
受
理
し
た

ら
速
や
か
に
検
査
日
を
報
告
す
る
。

※
受
理
後
１
４
日
以
内
に
検
査
す
る

既
済
部
分

検
査
前

受
検
△

←

部
分

払
(
工

事
執
行
規
則
第
3
1
条
)

発
注
者

の
検
査
員
は
検
査
の
際
に
携

行
す
る

。
既
済
部
分

検
査
時

掲
示

部
分

払
(
契

約
書
第
1
7
条
第
3
項
)

破
壊
検
査
が
必
要
な
工
事

理
由
を

付
し
て
指
示
す
る
。

既
済
部
分

検
査
時

受
理
○

←

契
約

変
更

請
書

(
様

式
第

8
号

)

既
済

部
分

検
査

実
施

日
の

報
告

破
壊

検
査

の
指

示
書

契
約

変
更

申
込

書
(
様

式
第

7
号

)

検
査

員
証

(
様

式
第

1
5
号

)

工
事

カ
ル

テ
受

領
書

（
変

更
時

）

工
事

カ
ル

テ
受

領
書

（
訂

正
時

）

工
期

変
更

根
拠

資
料

工
期

短
縮

請
求

書

既
済

部
分

検
査

申
込

書
(
様

式
第

1
9
号

)

工
期

延
長

申
込

書
(
様

式
第

1
1
号

)

建
設

副
産

物
(
産

業
廃

棄
物

以
外

)
の

処
分

量
が

確
認

で
き

る
資

料

出
来

形
数

量

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

総
括

表
(
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
様

式
集

)

1
2
 /
 1
4
 ペ
ー
ジ



書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

部
分

払
(
契

約
書

第
3
8
条
第
3
項
)

既
済
部
分
検
査
に
合
格
し
た
工
事

既
済
部
分

検
査
後

受
理
○

←

部
分

払
(
契

約
書
第
3
8
条
第
5
項
)

既
済
部
分
検
査
に
合
格
し
た
工
事

既
済
部
分
検
査
に
合
格
し
検
査
結
果

通
知
書
を
受
理
し
た
ら
請
求
す
る
。

既
済
部
分

検
査
後

→
○
支
出

(
契

約
書
第
1
3
条
第
4
項
)

発
注
者
の
検
査
に
合
格
し
た
工
事
材

料
を
現
場
外
へ
搬
出
す
る
必
要
が
あ

る
工
事

事
前
に
承
諾
を
得
る
。

既
済
部
分

検
査
後

→
○
承
諾

(
契

約
書
第
3
3
条
第
1
項
)

引
渡
し
前
の
工
事
目
的
物
に
つ
い
て

発
注
者
に
よ
る
部
分
使
用
が
必
要
な

工
事

事
前
に
承
諾
を
得
る
。

随
時

承
諾
○

←

(
契

約
書
第
5
条
第
2
項
)

発
注
者
の
検
査
が
完
了
し
た
部
分
や

仮
設
物
を
第
三
者
に
引
き
渡
す
必
要

が
あ
る
工
事

あ
ら
か
じ
め
発
注
者
の
承
諾
を
得

る
。

事
前

→
○
承
諾

完
成

払
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
5
-
1
)

(
契

約
書
第
3
1
条
第
1
項
)

工
事
（

指
定
部
分
等
も
含
む
）
の
完

成
時
に

、
工
事
写
真
等
の
記
録
を
添

付
し
て

提
出
す
る
。

完
成
時

→
○
受
理

写
真

管
理

資
料

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
9
-
3
)

(
施

工
管
理
基
準
/
写
真
管
理
)

完
成
時
に
提
出
す
る
。

※
電
子
デ
ー
タ
＋
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
写

真
帳
で
も
可

完
成
時

→
○
受
理

・
工

事
写

真
完
成
時

→
○
受
理

・
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

実
施

状
況

の
　

写
真

(
特

記
仕
様
書
第
3
条
第
8
項
)

設
計
図
書
で
「
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
の

実
施
」
と
さ
れ
た
工
事

完
成
時
に
提
出
す
る
。

完
成
時

→
○
受
理

出
来

形
管

理
資

料
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
9
-
3
)

(
施

工
管
理
基
準
/
出
来
高
管
理
)

完
成
時
に
提
出
す
る
。

完
成
時

→
○
受
理

・
出

来
形

管
理

図
表

等

・
出
来

形
展
開
図

・
設
計

図
利
用
出
来
形
管
理
図

・
測
定

結
果
一
覧
表

　
及
び

出
来
形
管
理
図
表

完
成
時

→
○
受
理

品
質

管
理

資
料

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
9
-
3
)

(
施

工
管
理
基
準
/
品
質
管
理
)

完
成
時
に
提
出
す
る
。

完
成
時

→
○
受
理

・
品

質
管

理
図

表
等

・
測
定

結
果
一
覧
表

　
及
び

品
質
管
理
図
表

完
成
時

→
○
受
理

各
材

料
の

品
質

を
証

明
す

る
資

料
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
2
-
2
-
1
-
1
)

完
成
時
に
提
出
す
る
。

完
成
時

→
○
受
理

段
階

確
認

書
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
2
-
5
(
4
)
)
段
階
確
認
が
必
要
な
工
事

段
階
確
認
資
料
と
と
も
に
、
完
成
時

に
提
出
す
る
。

完
成
時

→
○
受
理

工
事

打
合

せ
簿

一
覧

表
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
4
3
-
3
)

発
注
者
が
求
め
た
工
事

※
工
事
打
合
せ
簿
が
多
い
場
合

完
成
時
に
提
出
す
る
。

完
成
時

→
○
受
理

工
事

完
成

通
知

書
(
様

式
第

1
6
号

)

工
事

材
料

搬
出

の
承

諾
願

い

既
済

部
分

検
査

結
果

通
知

書
(
様

式
第

1
9
号

の
2
)

部
分

払
請

求
書

(
様

式
第

2
3
号

)

部
分

使
用

の
承

諾
願

い

権
利

譲
渡

の
承

諾
願

い

1
3
 /
 1
4
 ペ
ー
ジ



書
類

名
現
場

代
理
人

請
負
者

(
会
社
)
監
督
員

契
約

担
任
者

適
用
工
事

備
　
考

提
出
等
の
実
施
者
：
→

提
出
先
:
○
，
提
示
報
告
先
:
△

提
出
等

の
時
期

根
拠
条
項

区
分

工
事

提
出

書
類

一
覧

表
　

〔
長

崎
県

建
設

工
事

共
通

仕
様

書
　

第
１

編
共

通
編

（
第

１
章

～
第

２
章

）
〕

　
平

成
２

１
年

４
月

１
日

 
着

色
凡

例
：

　
　

　
　

請
負

者
側

か
ら

の
提

出
書

類
 
，

　
　
　
　
請
負
者
側
か
ら
の
提
示
書
類
及
び
報
告
等
 
，
　
　
　
　
発
注
者

側
の
書
類

再
生

資
源

利
用

実
施

書
-
建

設
資
材

搬
入

工
事

用
-

(
建

設
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
 
様

式
1
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
5
)

(
建

設
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

完
成
時

に
書
面
な
ら
び
に
電
子
デ
ー

タ
(
C
R
E
D
A
S
)
で
提
出
す
る
。

完
成
時

→
○
受
理

再
生

資
源

利
用

促
進

実
施

書
-
建

設
副
産

物
搬

出
工

事
用

-
(
建

設
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
 
様

式
2
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
1
-
5
)

(
建

設
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

完
成
時
に
書
面
な
ら
び
に
電
子
デ
ー

タ
(
C
R
E
D
A
S
)
で
提
出
す
る
。

完
成
時

→
○
受
理

下
請

企
業

使
用

報
告

書
(
様

式
-
1
・

県
内

企
業

活
用

用
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
4
-
2
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

完
成
時
に
書
面
な
ら
び
に
電
子
デ
ー

タ
で
提
出
す
る
。

(
経
営
審
査
の
主
観
点
に
加
算
あ
り
)

完
成
時

→
○
受
理

建
設

資
材

使
用

報
告

書
(
様

式
-
2
・

県
内

企
業

活
用

用
)

(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
5
3
-
2
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

完
成
時

に
書
面
な
ら
び
に
電
子
デ
ー

タ
で
提
出
す
る
。

(
経
営
審
査
の
主
観
点
に
加
算
あ
り
)

完
成
時

→
○
受
理

完
成

払
(
契

約
書
第
7
条
)

下
請
を
使
用
す
る
工
事

完
成
時
に
提
出
す
る
。

※
施
工
体
系
図
を
提
出
す
る
場
合
は

 
(
5
0
0
万
円
以
上
の
工
事
)
提
出
不
要

完
成
時

→
○
受
理

完
成

払
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
5
-
3
)

(
契

約
書
第
3
1
条
第
2
項
)

完
成
通

知
書
を
受
理
し
た
ら
速
や
か

に
検
査

日
を
報
告
す
る
。

※
受
理

後
１
４
日
以
内
に
検
査
す
る

完
成
後

受
検
△

←

完
成

払
(
工

事
執
行
規
則
第
3
1
条
)

発
注
者

の
検
査
員
は
検
査
の
際
に
携

行
す
る

。
検
査
時

掲
示

完
成

払
(
契

約
書
第
1
7
条
第
3
項
)

破
壊
検
査
が
必
要
な
工
事

理
由
を

付
し
て
指
示
す
る
。

検
査
時

受
理
○

←

完
成

払
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
2
5
-
5
)

(
契

約
書
第
3
1
条
第
6
項
)

完
成
検
査
に
合
格
し
な
か
っ
た
工
事

検
査
時

受
理
○

←

完
成

払
(
契

約
書
第
3
1
条
第
2
項
)

完
成
検
査
に
合
格
し
た
工
事

検
査
完

了
後
７
日
以
内
に
請
負
者
へ

提
出
す
る
。

検
査
後

受
理
○

←

完
成

払
(
契

約
書
第
3
2
条
第
1
項
)

完
成
検
査
に
合
格
し
た
工
事

完
成
検

査
に
合
格
し
、
工
事
完
成
確

認
書
を
受
理
し
た
ら
請
求
す
る
。

検
査
後

→
○
支
出

完
成

払
(
契

約
書
第
3
9
条
)

完
成
検
査
に
合
格
し
た
工
事

(
指
定
部
分
の
検
査
の
場
合
)

完
成
検
査
(
指
定
部
分
)
に
合
格
し
、

指
定
部
分
の
工
事
完
成
確
認
書
を
受

理
し
た
ら
請
求
す
る
。

検
査
後

→
○
支
出

工
事

カ
ル

テ
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
7
)

5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

受
領
書
が
届
い
た
ら
写
し
を
提
示
。

(
工
事
完
成
後
１
０
日
以
内
に
登
録
)

完
成
後

→
△
確
認

工
事

カ
ル

テ
(
共

通
仕
様
書
[
1
]
1
-
1
-
7
)

工
事
カ
ル
テ
の
訂
正
が
必
要
と
な
っ

た
5
0
0
万
円
以
上
の
工
事

受
領
書
が
届
い
た
ら
写
し
を
提
示
。

(
速
や
か
に
登
録
)

随
時

→
△
確
認

処
理

完
了

時

(
建

設
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
法
第
1
8
条
第
1
項
)

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
工
事

※
特
定
建
設
資
材
廃
棄
物
を
搬
出
す

る
又
は
特
定
建
設
資
材
を
使
用
す
る

5
0
0
万
円
以
上
の
土
木
工
事

再
生
資
源
化
が
完
了
し
た
ら
提
出
す

る
。
（
契
約
工
期
内
に
提
出
で
き
な

く
て
も
良
い
。
）

再
生
資
源
化

完
了
時

→
○
受
理

下
請

負
人

報
告

書
（

完
成

）
(
様

式
第

5
号

の
3
)

再
生

資
源

化
等

報
告

書
(
ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
様

式
3
)

(
共

通
仕

様
書

様
式

集
)

指
定

部
分

請
負

代
金

請
求

書
(
様

式
第

2
4
号

)

完
成

払
請

求
書

(
様

式
第

2
1
号

)

工
事

完
成

確
認

書
(
様

式
第

2
0
号

)

工
事

カ
ル

テ
受

領
書

（
完

成
時

）

工
事

カ
ル

テ
受

領
書

（
訂

正
時

）

検
査

員
証

(
様

式
第

1
5
号

)

工
事

手
直

し
指

示
書

(
様

式
第

1
8
号

)

破
壊

検
査

の
指

示
書

完
成

検
査

実
施

日
の

報
告

1
4
 /
 1
4
 ペ
ー
ジ




